


【国保】 
 

D-310 ABO血液型、Rh（D）血液型の 2回目以降の算定（同一医療機

関、同一患者） 

 

《令和 6 年 12 月 5 日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、骨髄移植後などの特殊な場合を除き、同一医療機関、同一

患者に対する D011「1」ABO 血液型、Rh（D）血液型の 2 回目以降の算

定は認められない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 血液型は骨髄移植後などの特殊な場合以外、生涯変わらないとされてい

る。 

 


